
は

仏
蹟
仰
慕
と
玄
装
三
蔵
の
将
来
仏
像

じ
め
に

七
躯
の
釈
迦
像
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て

　
法
隆
寺
に
は
天
竺
図
一
ま
た
は
五
天
竺
図
）
と
称
す
る
二
幅
の
紙
本
淡
彩
画

　
　
　
　
　
　
＾
1
）

が
伝
来
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
縦
横
一
・
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
大
幅
で
あ
り
、

画
面
を
充
填
す
る
波
涛
の
な
か
に
、
卵
型
を
倒
立
さ
せ
た
ご
と
き
輸
郭
の
い
わ

ゆ
る
南
鰭
部
洲
を
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
一
九
九
九
年
に
開
催

さ
れ
た
「
西
遊
記
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
　
三
蔵
法
師
の
道
」
展
に
出
陳
さ
れ
た
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

幅
（
図
1
）
は
、
鎌
倉
時
代
の
作
と
推
定
さ
れ
、
幾
重
に
も
画
き
こ
ま
れ
た
山

並
み
と
無
数
の
墨
書
銘
の
問
を
縫
う
よ
う
に
、
朱
色
の
線
が
連
綿
と
引
か
れ
て

い
る
。
墨
書
銘
は
ほ
と
ん
ど
専
ら
玄
葉
三
蔵
の
『
大
唐
西
域
記
』
に
依
拠
し
た

内
容
で
あ
り
、
朱
線
は
長
安
を
発
ち
西
域
を
経
て
天
竺
を
め
ぐ
っ
た
彼
の
道
程

を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
画
幅
右
端
の
色
紙
型
に
見
え
る
「
（
略
）
為
後
代
興
隆
、

拭
老
眼
、
而
成
渡
天
之
思
奉
書
写
、
後
見
人
可
憐
・
・
（
略
）
」
と
い
う
識
語
か

ら
は
、
仏
国
を
め
ぐ
る
玄
装
三
蔵
の
足
跡
を
賛
嘆
追
慕
し
な
が
ら
、
自
身
を
重

ね
合
わ
せ
て
せ
め
て
地
図
の
上
で
の
巡
礼
を
果
た
そ
う
と
し
た
、
中
世
日
本
の

　
　
　
　
　
　
仏
蹟
仰
慕
と
玄
芙
一
一
一
蔵
の
将
来
仏
像

肥
　
田
　
路
　
美

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
）

仏
教
者
の
天
竺
へ
の
渇
仰
が
、
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
玄
装
の
イ
ン
ド
巡
礼
の
道
程
を
克
明
に
あ
ら
わ
し
た
こ
う
し
た
天
竺
図
の
原

形
は
、
古
く
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
空
想
的
仏
教
世
界
図
を
土
台
と
し
て
、
お
そ

ら
く
は
中
国
で
創
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
歴
代
名
画
記
』
巻
三
「
記
両

京
外
州
寺
観
画
壁
」
の
洛
陽
昭
成
寺
の
条
に
は
、
「
西
廊
の
障
日
の
西
域
記
図
は

楊
廷
光
の
画
な
り
」
と
い
う
一
文
が
載
る
。
楊
廷
光
は
、
楊
庭
光
と
い
う
表
記

で
唐
代
の
能
画
の
画
業
を
叙
述
し
た
同
書
巻
九
や
『
唐
朝
名
画
録
』
に
見
え
、

開
元
年
間
（
七
二
二
～
七
四
一
）
頃
に
活
躍
し
た
画
家
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
張

彦
遠
は
、
楊
の
作
風
を
同
時
代
の
呉
道
玄
に
頗
る
似
て
い
る
と
評
し
な
が
ら
、

相
違
点
に
つ
い
て
「
筆
を
下
す
こ
と
稽
や
細
な
る
の
み
」
と
述
べ
て
お
り
、
細

画
で
知
ら
れ
る
張
蔵
・
盧
稜
伽
と
並
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
細
か
な
筆
使

い
を
特
徴
と
し
た
こ
と
が
伺
え
る
。
ま
さ
に
天
竺
図
の
よ
う
な
細
密
な
絵
図
を

画
く
に
ふ
さ
わ
し
い
。
彼
の
手
に
な
る
と
い
う
「
西
域
記
図
」
と
は
、
玄
装
の
『
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

唐
西
域
記
』
に
基
づ
く
図
で
は
な
か
つ
た
か
。

　
玄
装
は
、
貞
観
十
九
年
（
六
四
五
）
春
正
月
、
前
後
十
八
年
に
及
ぶ
イ
ン
ド

ヘ
の
旅
を
終
え
て
都
長
安
に
帰
着
し
た
。
そ
の
折
に
、
六
五
七
部
の
経
典
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
三



図1　五天竺図 法隆寺所蔵

五
〇
粒
の
如
来
の
肉
舎
利
と
と
も
に
七
躯
の
仏
像
－
い
ず
れ
も
釈
迦
像
で
あ
る

－
を
将
来
し
た
こ
と
が
、
『
大
唐
西
域
記
』
や
冥
詳
の
撰
述
に
な
る
『
大
唐
故
三

蔵
玄
装
法
師
行
状
』
、
慧
立
・
彦
怯
に
よ
る
『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
に
見
え

る
。
玄
装
は
こ
の
七
躯
の
内
容
を
つ
ぶ
さ
に
上
申
し
た
ら
し
く
、
将
来
目
録
的

な
そ
れ
ら
の
記
述
は
他
例
に
な
く
詳
細
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
各

一
五
四

像
は
或
る
特
定
の
場
所
と
場
面
に
お
け
る
釈
尊
の
姿
を
象
っ
た
も
の
で
あ
り
、

い
ず
れ
も
当
時
イ
ン
ド
の
各
々
の
土
地
で
祀
ら
れ
て
い
た
画
像
や
彫
像
を
も
と

に
し
て
作
ら
れ
た
、
模
刻
像
で
あ
る
と
い
う
。
で
は
、
玄
奨
は
い
か
な
る
意
図

を
も
っ
て
そ
れ
ら
七
躯
を
選
び
、
将
来
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
私
は
、
か
つ
て
玄
装
の
将
来
し
た
釈
迦
像
の
受
容
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
論

　
　
＾
5
）

じ
た
が
、
右
の
問
題
に
つ
い
て
は
触
れ
得
な
か
っ
た
。
本
小
稿
で
は
、
唐
土
の

人
々
に
と
っ
て
の
仏
蹟
の
認
識
と
仰
慕
と
が
そ
れ
ら
の
釈
迦
像
七
躯
を
選
ば
せ
、

さ
ら
に
言
え
ば
、
あ
た
か
も
天
竺
図
に
対
す
る
よ
う
に
視
覚
に
よ
る
巡
礼
の
対

象
と
し
て
も
機
能
し
得
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
測
を
提
起
し
て
み
よ
う

と
思
う
。

将
来
像
目
録
の
記
載

　
『
大
唐
故
三
蔵
玄
突
法
師
行
状
』
に
お
い
て
、
冥
詳
は
、
問
題
の
将
来
像
を

「
転
法
輸
像
等
七
躯
」
と
簡
単
に
記
述
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

て
『
大
慈
恩
寺
≡
蔵
法
師
伝
』
（
以
下
『
慈
恩
伝
』
）
巻
六
、
帰
朝
直
後
に
長
安

朱
雀
街
南
で
将
来
経
像
を
公
開
展
示
し
た
こ
と
を
述
べ
た
く
だ
り
に
お
い
て
、

よ
り
詳
し
く
、

　
摩
掲
陀
国
前
正
覚
山
竜
窟
留
影
金
仏
像
一
躯
　
通
光
座
高
三
尺
三
寸

　
擬
婆
羅
痕
斯
国
鹿
野
苑
初
転
法
輸
像
刻
檀
仏
像
一
躯
　
通
光
座
高
三
尺
五
寸

　
擬
僑
賞
弥
国
出
愛
王
思
慕
如
来
刻
檀
写
真
像
刻
檀
仏
像
一
躯
　
通
光
座
高
二

　
尺
九
寸



　
擬
劫
比
他
国
如
来
自
天
宮
下
降
宝
階
像
銀
仏
像
一
躯
　
通
光
座
高
四
尺

　
擬
摩
掲
陀
国
鷲
峯
山
説
法
花
等
経
像
金
仏
像
一
躯
　
通
光
座
高
三
尺
五
寸

　
擬
那
掲
羅
局
国
伏
毒
竜
所
留
影
像
刻
檀
仏
像
一
躯
　
通
光
座
高
尺
有
五
寸

　
擬
吠
舎
麓
国
巡
城
行
化
刻
檀
像

と
列
記
し
て
い
る
。

　
実
は
、
玄
奨
の
将
来
像
を
論
じ
る
際
に
、
私
自
身
も
含
め
て
多
く
の
者
が
『
慈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
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恩
伝
』
の
こ
の
記
事
を
引
用
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
記
事
で
は
、

筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
た
像
で
は
冒
頭
の
「
擬
」
字
を
欠
き
、
最
後
の
像
で
は
法
量

の
記
述
を
欠
い
て
い
る
。
一
方
『
大
唐
西
域
記
』
（
以
下
『
西
域
記
』
）
で
は
、

七
躯
の
将
来
目
録
は
、
本
文
で
は
な
く
巻
末
に
付
さ
れ
た
撰
者
辮
機
に
よ
る
讃

の
な
か
に
見
え
、
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
金
仏
像
一
躯
　
通
光
座
高
尺
有
六
寸
　
擬
摩
掲
陀
国
前
正
覚
山
竜
窟
影
像

　
金
仏
像
一
躯
通
光
座
高
三
尺
三
寸
擬
婆
羅
痕
斯
国
鹿
野
苑
初
転
法
輸
像

　
刻
檀
仏
像
一
躯
　
通
光
座
高
尺
有
五
寸
　
擬
僑
賞
弥
国
出
愛
王
思
慕
如
来
刻

　
　
檀
写
真
像

　
刻
檀
仏
像
一
躯
通
光
座
高
二
尺
九
寸
擬
劫
比
他
国
如
来
自
天
宮
下
降
履

　
　
宝
階
像

　
銀
仏
像
一
躯
　
通
光
座
高
四
尺
　
擬
摩
掲
陀
国
鷲
峯
山
説
法
花
等
経
像

　
金
仏
像
一
躯
　
通
光
座
高
三
尺
五
寸
　
擬
那
掲
羅
局
国
伏
毒
竜
所
留
影
像

　
刻
檀
仏
像
一
躯
通
光
座
高
尺
有
三
寸
擬
吠
舎
麓
国
巡
城
行
化
刻
檀
像

『
慈
恩
伝
』
と
は
語
順
の
異
な
る
本
記
事
は
、
一
見
し
て
わ
か
る
通
り
材
質
・
法

量
・
主
題
内
容
が
七
躯
す
べ
て
に
完
備
し
て
お
り
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
を
是
と
す

　
　
　
　
　
　
仏
蹟
仰
慕
と
玄
装
三
蔵
の
将
来
仏
像

　
　
　
　
　
　
＾
7
一

る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
慈
恩
伝
』
に
拠
っ
て
き
た
の
は
ま

こ
と
に
迂
闇
で
伍
泥
た
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
誤
り
は
、
早
く
は
玄
築
の
没

後
わ
ず
か
半
世
紀
ほ
ど
の
八
世
紀
初
め
頃
、
恵
詳
が
撰
述
し
た
『
弘
賛
法
華
伝
』

に
ま
で
遡
る
。
す
な
わ
ち
、
法
華
経
信
仰
に
関
わ
る
事
蹟
を
列
挙
し
て
、
そ
の

あ
ら
た
か
な
霊
験
や
信
仰
の
盛
行
を
宣
揚
す
る
同
書
の
巻
一
で
、
恵
詳
は
玄
装

将
来
像
リ
ス
ト
の
第
五
番
目
に
あ
る
霊
山
説
法
像
を
取
り
上
げ
、
「
色
相
超
挺
、

妙
絶
人
功
、
頂
戴
鰭
仰
、
実
萬
恒
倍
。
至
止
之
後
、
摸
写
無
窮
実
」
と
賞
す
る

の
で
あ
る
が
、
当
該
像
を
「
擬
摩
掲
陀
国
鷲
峯
山
説
法
花
経
金
像
一
躯
、
通
光

　
　
　
＾
o
o
）

座
高
三
尺
」
と
記
し
て
い
る
。
『
慈
恩
伝
』
の
記
述
に
拠
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
。

『
西
域
記
』
讃
に
し
た
が
え
ば
材
質
と
法
量
が
順
送
り
に
ひ
と
つ
ず
れ
る
た
め
に
、

当
該
像
は
正
し
く
は
、
銀
像
・
法
量
四
尺
と
す
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
ま
ず
こ
れ
ら
七
躯
の
各
像
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
見
て
い

き
た
い
。

二
　
各
像
の
内
容
と
像
容

　
一
番
目
に
挙
げ
ら
れ
た
総
高
一
尺
六
寸
の
金
仏
像
は
、
摩
掲
陀
（
マ
ガ
ダ
）

国
前
正
覚
山
竜
窟
の
留
影
像
を
擬
し
た
も
の
と
い
う
。
『
西
域
記
』
巻
八
に
よ
れ

ば
、
成
道
前
の
釈
迦
菩
薩
は
こ
の
山
の
中
腹
の
崖
中
、
巌
を
背
に
し
澗
に
面
し

た
大
石
室
に
お
い
て
結
跡
践
坐
し
た
が
、
こ
の
場
所
が
正
覚
処
で
は
な
い
こ
と

を
告
げ
る
浄
居
天
の
声
に
よ
り
、
立
ち
去
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
石
室
中
の
龍

が
遺
棄
有
る
こ
と
な
か
れ
と
懇
請
し
た
の
で
、
「
影
を
留
め
て
」
去
っ
た
と
い
う
。

一
五
五



こ
れ
は
、
石
窟
の
壁
面
に
画
か
れ
た
画
像
を
踏
ま
え
た
説
話
で
あ
っ
た
に
違
い

な
く
、
結
肋
映
坐
す
る
菩
薩
像
と
し
て
表
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
よ
う
。
玄

装
将
来
の
金
仏
像
は
、
こ
の
画
像
の
図
像
的
特
徴
を
模
し
て
丸
彫
り
の
立
体
像

と
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
原
注
に
「
影
は
昔
日
に
あ
っ
て
は
賢
愚
と
も
に
成
観

る
に
、
今
時
に
泊
ぶ
に
或
い
は
見
る
を
得
る
も
の
有
り
」
と
い
う
か
ら
、
原
像

は
玄
装
の
訪
れ
た
と
き
に
は
す
で
に
腱
な
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か

し
『
西
域
記
』
は
、
毎
年
安
居
が
終
わ
る
日
に
、
諸
方
の
僧
俗
が
登
っ
て
供
養

を
修
し
二
泊
し
て
還
る
と
記
し
て
お
り
、
七
世
紀
前
半
の
当
時
、
釈
迦
の
遺
蹟

と
し
て
巡
礼
所
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
な
お
、
『
慈
恩
伝
』
に
は

こ
の
地
を
訪
ね
た
記
事
は
見
ら
れ
な
い
。

　
二
番
目
に
挙
げ
ら
れ
た
三
尺
三
寸
の
金
仏
像
は
、
婆
羅
疵
斯
（
ヴ
ァ
ラ
ナ

シ
ー
）
国
鹿
野
苑
の
初
転
法
輸
像
の
模
刻
で
あ
る
と
い
う
。
鹿
野
苑
は
言
う
ま

で
も
な
く
釈
迦
初
説
法
の
聖
地
で
あ
る
が
、
『
西
域
記
』
は
、
巻
七
の
鹿
野
伽
藍

の
条
で
、
精
舎
の
中
に
安
置
さ
れ
た
本
尊
像
に
つ
い
て
「
鎗
石
仏
像
、
量
は
如

来
の
身
に
等
し
く
、
転
法
輸
の
勢
を
作
す
」
と
記
す
。
こ
の
地
で
出
土
し
た
グ

プ
タ
彫
刻
の
代
表
作
で
あ
る
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
博
物
館
所
蔵
の
初
転
法
輸
印
石
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
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如
来
坐
像
を
、
ま
さ
に
紡
佛
と
さ
せ
る
像
容
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
「
像
量
等

如
来
身
」
と
は
、
釈
迦
と
等
身
大
で
あ
る
と
称
す
る
こ
と
で
如
来
の
在
世
時
の

姿
形
を
そ
の
ま
ま
に
写
し
造
っ
た
意
を
伝
え
ん
と
す
る
表
現
で
あ
る
。
こ
の
場

合
の
身
量
は
、
『
観
仏
三
味
海
経
』
等
に
説
く
一
丈
六
尺
ま
で
は
い
か
ず
と
も
、

実
人
大
に
は
と
ど
ま
ら
ぬ
超
越
的
ス
ケ
ー
ル
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
玄

装
の
模
刻
像
は
、
持
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
法
量
に
縮
小
し
た
わ
け
で

一
五
六

あ
る
。
な
お
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
『
大
唐
故
三
蔵
玄
奨
法
師
行
状
』
で
は
、

玄
奨
将
来
像
に
言
及
す
る
に
あ
た
り
、
目
録
二
番
目
の
当
像
を
筆
頭
に
し
て

「
転
法
輸
像
等
七
躯
」
と
称
し
て
い
る
。
撰
者
で
あ
る
冥
詳
に
と
っ
て
最
も
重
視

す
べ
き
像
、
あ
る
い
は
印
象
の
強
い
像
が
こ
れ
で
あ
っ
た
の
か
。

　
三
番
目
に
挙
げ
ら
れ
た
、
僑
賞
弥
（
カ
ウ
シ
ャ
ー
ン
ビ
ー
）
国
出
愛
王
の
如
来

を
思
慕
し
て
檀
を
刻
み
真
を
写
せ
る
像
と
は
、
い
わ
ゆ
る
優
填
王
栴
檀
釈
迦
像

の
こ
と
で
あ
る
。
一
尺
五
寸
と
い
う
法
量
は
檀
像
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
。
玄
奨

は
僑
賞
弥
の
都
城
内
の
故
宮
中
に
あ
る
大
精
舎
で
こ
の
像
の
本
と
な
っ
た
栴
檀

像
を
拝
し
て
お
り
、
『
西
域
記
』
巻
五
に
よ
れ
ば
、
「
刻
檀
の
仏
像
あ
り
。
上
に

石
の
蓋
を
懸
く
。
郎
陀
術
那
（
出
愛
・
優
填
に
同
じ
一
王
の
作
る
所
な
り
。
霊
相

ま
ま
起
こ
り
神
光
時
に
照
ら
す
。
諸
国
の
君
王
力
を
侍
み
て
挙
げ
ん
と
欲
す
る

も
、
人
衆
多
し
と
難
も
よ
く
転
移
す
る
な
し
。
つ
い
に
図
し
て
供
養
し
と
も
に

真
を
得
た
り
と
言
う
」
と
い
う
。
こ
の
所
述
か
ら
は
像
容
を
知
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
敦
煙
莫
高
窟
の
吐
蕃
期
の
代
表
窟
で
あ
る
第
≡
二
一
窟
・
第
≡
二
七

窟
の
西
壁
仏
禽
頂
部
に
画
か
れ
た
瑞
像
図
中
に
、
「
中
天
竺
惰
焙
弥
宝
檀
／
勉

瑞
像
」
と
い
う
傍
題
を
伴
っ
た
如
来
立
像
（
図
2
）
が
あ
り
、
こ
れ
が
玄
装
将

来
像
の
原
像
の
形
式
を
伝
え
て
い
る
蓋
然
性
が
あ
る
。
実
は
、
こ
の
見
解
を
か

　
　
　
＾
1
0
）

つ
て
拙
稿
中
で
提
示
し
た
も
の
の
、
あ
ま
り
支
持
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
玄
笑

帰
朝
に
や
や
遅
れ
る
七
世
紀
第
三
四
半
期
に
、
龍
門
石
窟
・
翠
県
石
窟
で
盛
ん

に
造
ら
れ
た
「
優
填
王
像
」
銘
の
侍
像
を
、
玄
装
将
来
像
と
関
係
付
け
て
捉
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

る
見
方
が
、
依
然
大
勢
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
、
次

の
記
事
を
ど
う
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。



　
『
西
域
記
』
巻
十
二
、
嬰
薩
旦
那
（
ク
ス
タ
ー
ナ
、
コ
ー
タ
ン
の
こ
と
）
国
娩

摩
（
ピ
マ
）
城
の
条
に
「
彫
檀
の
立
仏
像
、
高
さ
二
丈
余
な
る
も
の
有
り
。
甚

だ
霊
応
多
し
。
時
に
光
明
を
燭
か
す
。
凡
そ
疾
病
有
ら
ば
、
其
の
痛
処
に
随
い

て
金
薄
を
像
に
帖
れ
ば
、
即
時
疫
復
す
。
心
を
虚
し
う
し
て
請
願
す
れ
ば
、
遂

に
求
む
る
こ
と
ま
た
多
し
。
之
を
土
俗
に
聞
く
に
日
く
、
此
の
像
、
昔
仏
世
に

在
る
と
き
に
僑
賞
弥
国
の
郎
陀
桁
那
王
の
作
る
所
な
り
。
仏
世
を
去
り
し
後
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
2
一

彼
よ
り
空
を
凌
ぎ
て
此
の
国
の
北
局
労
落
迦
城
中
に
至
る
」
と
い
う
。
コ
ー
タ

ン
に
は
他
に
も
イ
ン
ド
か
ら
飛
来
し
た
と
い
う
説
話
を
も
つ
仏
像
が
し
ば
し
ば

存
在
し
、
特
有
の
仏
像
観
が
う
か
が
え
て
興
味
深
い
が
、
イ
ン
ド
に
本
と
な
る

原
像
が
あ
る
限
り
は
、
図
像
的
特
徴
を
同
じ
う
せ
ず
し
て
飛
来
説
話
は
成
り
立

た
ぬ
は
ず
で
あ
る
。
カ
ウ
シ
ャ
ー
ン
ビ
ー
か
ら
飛
来
し
た
と
称
す
る
こ
の
像
の

場
合
、
玄
奨
は
イ
ン
ド
の
原
像
を
拝
し
、
更
に
そ
の
模
刻
像
を
携
え
て
こ
の
地

に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
片
や
侍
像
で
、
こ
ち
ら
は
立
像
と
す
る
の
は
、

理
解
し
難
い
。
玄
奨
の
将
来
像
は
、
や
は
り
立
像
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
四
番
目
の
総
高
二
尺
九
寸
の
刻
檀
仏
像
は
、
劫
比
他
（
カ
ピ
タ
）
国
の
如
来

の
天
宮
よ
り
宝
階
を
下
降
せ
る
像
、
す
な
わ
ち
降
三
十
三
天
像
（
三
道
宝
階
降

下
像
）
を
擬
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
釈
迦
が
三
十
三
天
に
往
生
し
た
生
母
摩
耶

の
た
め
に
天
上
で
三
ヶ
月
間
説
法
し
た
後
、
帝
釈
天
が
建
立
し
た
三
道
宝
階
を

降
下
し
て
地
上
に
帰
還
し
た
と
い
う
伝
説
の
場
所
に
、
玄
装
が
訪
れ
た
当
時
、

「
昔
の
宝
階
に
擬
し
た
」
醇
石
の
建
造
物
が
あ
っ
た
と
い
う
。
『
西
域
記
』
巻
四

に
よ
れ
ば
、
そ
の
上
に
建
て
ら
れ
た
精
舎
の
中
に
は
石
造
の
仏
像
が
あ
り
、
左

右
の
階
段
に
は
宝
蓋
を
持
つ
帝
釈
天
・
白
払
子
を
持
つ
梵
天
の
像
が
あ
っ
て
、

当
初
像
に
擬
し
て
「
下
る
勢
」
に
造
ら
れ
て
い
た
。

　
こ
の
降
三
十
三
天
像
に
つ
い
て
は
、
五
世
紀
初
め
の
『
法
顕
伝
』
に
も
記
述

が
あ
る
。
法
顕
は
こ
の
地
を
僧
伽
施
（
サ
ン
カ
シ
ャ
）
国
と
表
記
し
、
わ
ず
か

に
残
存
し
た
と
い
う
宝
階
上
に
阿
育
王
が
精
舎
を
建
て
て
「
中
階
に
丈
六
立
像

阿
．
1
贈

．
鋳
．

図2　敦僅莫局窟第231窟西壁註頂
　　　「情婚弥宝檀就瑞像」

仏
蹟
仰
慕
と
玄
芙
一
一
一
蔵
の
将
来
仏
像

を
作
っ
た
」
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
降
三
十
三
天
像
は
カ

ン
ダ
ー
ラ
や
中
イ
ン
ド
に
お
け
る
仏
伝
彫
刻
に
お
い
て
早

く
か
ら
登
場
し
、
下
っ
て
パ
ー
ラ
朝
に
は
石
造
単
独
像
や

梵
釈
を
従
え
た
三
尊
像
、
あ
る
い
は
釈
迦
八
相
像
の
中
の

一
つ
と
し
て
も
造
像
例
が
多
い
（
図
3
一
。
「
下
勢
」
だ
け

に
必
ず
立
像
で
あ
り
、
こ
と
に
定
型
化
し
た
パ
ー
ラ
朝
期

の
も
の
は
、
左
手
で
衣
端
を
握
り
、
右
手
は
垂
下
し
て
与

願
印
を
示
す
。
法
顕
の
記
録
し
た
像
が
、
玄
装
の
拝
し
た

も
の
と
同
一
で
あ
っ
た
か
否
か
は
不
明
な
が
ら
、
伝
説
の

一
五
七



一
五
八

こ
の
地
で
長
く
信
仰
を
集
め
た
釈
迦
像
で
あ
っ
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
。

　
五
番
目
は
、
七
躯
の
う
ち
最
大
の
法
量
で
あ
る
総
高
四
尺

の
銀
像
で
、
摩
掲
陀
国
鷲
峯
山
の
法
花
等
の
経
を
説
く
像
で

あ
る
と
い
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
鷲
峯
山
と
は
法
華
経
等

に
い
う
釈
迦
久
遠
常
住
の
霊
鷲
山
の
こ
と
で
あ
る
。
『
西
域

記
』
巻
九
に
、
山
頂
（
こ
こ
で
は
姑
栗
陀
羅
矩
旺
山
と
表
記

し
て
い
る
）
の
崖
の
西
壇
に
、
如
来
が
そ
の
昔
居
し
て
説
法

す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
碑
築
の
精
舎
が
あ
り
、
「
今
、

説
法
像
の
量
如
来
の
身
に
等
し
き
を
作
る
」
と
い
う
。
た
だ
、

こ
れ
だ
け
で
は
像
容
の
如
何
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
法
顕
も

ま
た
こ
の
山
の
「
仏
説
法
堂
」
に
巡
拝
し
て
い
る
。
し
か
し

後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
折
の
感
情
を
吐
露
し
た
詳
細
な
叙

述
は
『
法
顕
伝
』
中
で
も
出
色
で
あ
る
も
の
の
、
わ
ず
か
に
曄
壁
の
基
だ
け
が

残
っ
て
い
る
と
記
し
て
本
尊
像
へ
の
言
及
が
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
像
は
五
世
紀

初
に
は
一
時
退
転
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、
八
世
紀
初
め
の
『
弘
賛
法

華
伝
』
が
こ
の
玄
装
将
来
像
を
特
記
し
て
い
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
と
お
り
で

あ
る
が
、
そ
の
「
摸
写
無
窮
実
」
と
い
う
書
き
ぶ
り
に
幾
分
か
の
誇
張
を
認
め

る
と
し
て
も
、
当
像
が
「
模
し
写
さ
れ
て
」
広
く
流
布
し
た
と
い
う
の
は
実
情

に
近
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
像
容
で
あ
っ
た
の
か
。

　
ス
タ
イ
ン
、
ロ
ー
ラ
ン
ド
、
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
、
松
本
榮
一
氏
ら
を
は

じ
め
と
す
る
諸
先
学
が
、
こ
の
玄
装
将
来
像
に
由
来
す
る
図
像
で
あ
る
と
し
て

図3　従三十二天降下像
　　　物館収蔵

カルカッタ・インド博
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論
じ
た
作
品
が
、
大
英
博
物
館
所
蔵
の
敦
僅
将
来
刺
繍
如
来
立
像
で
あ
る
（
図

4
）
。
偏
裡
右
肩
に
大
衣
を
ま
と
い
、
右
手
を
垂
下
し
左
手
で
衣
端
を
執
っ
て
蓬

台
に
立
つ
如
来
と
、
二
弟
子
二
菩
薩
を
表
し
た
大
幅
の
繍
仏
で
、
如
来
の
挙
身

光
を
囲
む
よ
う
に
峨
々
た
る
岩
塊
を
表
し
て
い
る
点
に
、
特
徴
が
あ
る
。
諸
氏

が
こ
の
作
品
を
釈
迦
霊
山
説
法
像
と
比
定
し
た
根
拠
は
、
察
す
る
に
、
岩
の
重

畳
す
る
霊
鷲
山
を
思
わ
せ
る
こ
の
岩
山
の
表
現
に
あ
る
よ
う
だ
が
、
し
か
し
こ

の
立
像
は
、
霊
鷲
山
の
精
舎
に
祀
ら
れ
た
釈
迦
像
で
は
な
く
、
涼
州
番
禾
県
に

あ
る
山
巌
が
裂
け
て
出
現
し
た
と
い
う
、
東
晋
時
代
の
神
異
僧
劉
薩
詞
の
伝
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
M
）

に
由
来
す
る
石
仏
な
の
で
あ
る
。



　
玄
奨
将
来
像
の
原
像
に
つ
い
て
、
史
料
は
坐
形
か
立
形
か
さ
え
伝
え
て
い
な

い
が
、
説
法
の
像
と
い
う
か
ら
に
は
、
前
出
の
初
転
法
輸
像
の
よ
う
に
説
法
印

を
結
ぶ
坐
像
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
台
座
・
光

背
を
通
じ
た
高
さ
四
尺
と
は
、
等
身
大
な
い
し
は
そ
れ
を
上
回
る
法
量
で
あ
っ

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
七
躯
中
に
お
け
る
筆
頭
格
の
像
と
見
な
せ
よ
う
。

　
六
番
目
に
挙
げ
ら
れ
た
、
総
高
三
尺
五
寸
の
金
仏
像
は
、
那
掲
羅
局
（
ナ
ガ

ラ
カ
）
国
の
毒
竜
を
伏
せ
し
所
の
留
影
像
に
擬
し
た
と
い
う
。
ナ
ガ
ラ
カ
（
ナ

ガ
ラ
ハ
ー
ラ
）
国
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
東
部
の
ジ
ェ
ラ
ラ
バ
ー
ド
付
近
に
あ
た

り
、
古
来
定
光
仏
の
本
生
処
と
し
て
知
ら
れ
、
そ
れ
に
ち
な
ん
だ
聖
跡
が
多
い

土
地
で
あ
っ
た
が
、
何
よ
り
も
釈
迦
の
留
影
像
が
あ
る
と
い
う
「
仏
影
窟
」
を

も
っ
て
中
国
で
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
縁
起
説
話
に
つ
い
て
は
、
『
西
域
記
』

の
み
な
ら
ず
『
慈
恩
伝
』
に
も
詳
細
な
記
事
が
あ
る
ほ
か
、
古
く
は
『
法
顕
伝
』

や
『
宋
雲
行
紀
』
で
も
長
々
と
言
及
さ
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
五
世
紀
初
め
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
5
）

仏
陀
敏
陀
羅
に
よ
る
『
観
仏
三
昧
海
経
』
巻
七
に
詳
し
い
。

　
説
話
の
概
要
は
、
人
民
に
害
を
な
す
悪
竜
を
釈
迦
が
調
伏
し
た
と
こ
ろ
、
竜

は
正
法
守
護
を
願
っ
て
石
窟
に
釈
迦
が
常
居
す
る
こ
と
を
懇
請
し
た
。
そ
こ
で

　
　
　
　
釈
迦
は
「
吾
ま
さ
に
寂
滅
せ
ん
と
す
れ
ば
、
汝
の
為
に
影
を
留
め

　
　
　
　
ん
」
と
告
げ
て
自
ら
の
姿
を
石
壁
に
留
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

図4　敦煙将来刺繍如来立像 大英博物館所蔵

仏
蹟
仰
慕
と
玄
芙
一
一
一
蔵
の
将
来
仏
像

こ
れ
も
ま
た
前
正
覚
山
の
留
影
像
と
同
様
、
石
窟
内
に
画
か
れ
た

如
来
画
像
に
基
づ
く
説
話
で
あ
る
が
、
定
金
計
次
氏
に
よ
れ
ば
、
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こ
の
壁
画
は
ク
シ
ャ
ー
ン
時
代
に
遡
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
。

往
昔
は
「
燥
ら
か
に
し
て
真
容
の
若
し
。
相
好
具
足
し
て
厳
然
と
し

　
　
　
　
　
（
1
7
）

て
在
す
が
如
し
」
と
い
い
、
法
顕
は
、
十
余
歩
離
れ
て
こ
れ
を
観
れ

ば
仏
の
真
形
の
如
し
と
記
す
が
、
玄
装
が
訪
れ
た
時
に
は
す
で
に
膝

鹿
た
る
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
『
慈
恩
伝
』
巻
二
は
、
「
如
来
真
身
の

影
は
億
劫
逢
い
難
し
」
と
て
、
周
囲
の
阻
止
に
も
か
か
わ
ら
ず
礼
拝

を
切
望
し
、
苦
心
惨
憎
し
て
つ
い
に
こ
の
影
像
を
実
見
す
る
こ
と
が

で
き
た
一
部
始
終
を
、
綾
々
物
語
っ
て
い
る
。
像
容
に
つ
い
て
は
、

具
体
的
に
明
記
し
た
史
料
は
な
い
が
、
『
慈
恩
伝
』
に
「
膝
よ
り
已

上
は
相
好
極
め
て
明
ら
か
な
る
も
、
華
座
已
下
は
稿
や
微
味
な
る
に

一
五
九



ニ
ハ
○

似
た
り
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
坐
像
で
あ
っ
た

と
推
測
で
き
る
。

　
最
後
の
七
番
目
に
挙
げ
ら
れ
た
、
光
背
・
台
座
　
　
　
　
　
　
川

を
通
じ
た
高
さ
一
尺
三
寸
の
刻
檀
像
は
、
吠
舎
麓

る
像
を
擬
し
た
と
い
う
。
商
業
都
市
ヴ
ァ
イ
シ
ャ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

に
は
第
二
結
集
が
行
わ
れ
た
土
地
で
も
あ
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皿
、
・

遺
蹟
を
記
録
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

将
来
像
に
直
接
結
び
つ
く
原
像
に
は
何
ら
触
れ

て
い
な
い
。
七
躯
の
う
ち
で
最
も
実
態
が
つ
か
み
難
い
像
な
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
莫
高
窟
第
二
三
一
窟
西
壁
禽
頂
の
瑞
像
図
中
に
は
「
佛
在
砒
耶
離
巡

城
行
化
紫
檀
瑞
像
」
と
い
う
、
玄
装
将
来
目
録
の
文
言
に
極
め
て
近
い
傍
題
を

付
し
た
如
来
立
像
が
見
え
る
（
図
5
一
。
足
元
に
淡
青
色
が
賦
さ
れ
て
お
り
、
蓮

台
が
あ
た
か
も
水
面
に
浮
ぶ
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
禽
頂
部
の
他
の
尊

像
に
は
見
出
せ
な
い
特
異
な
表
現
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
二
三
七
窟
に
は
、
同
一

の
傍
題
と
と
も
に
、
二
体
の
如
来
が
並
ん
で
水
上
を
歩
む
さ
ま
を
説
話
図
的
に

描
い
た
画
面
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
（
図
6
）
。
こ
の
傍
題
は
、
敦
煙
遺
書
中
の

「
瑞
像
記
」
、
す
な
わ
ち
ペ
リ
オ
杢
二
〇
三
三
紙
背
、
同
三
三
五
二
、
ス
タ
イ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
8
）

本
二
一
二
二
A
に
も
繰
り
返
し
登
場
し
、
こ
と
に
ス
タ
イ
ン
本
に
お
い
て
は
細

字
で
「
其
佛
在
海
内
行
」
と
書
き
加
え
ら
れ
て
い
て
、
≡
二
七
窟
の
図
像
に
合

…㌣躍驚董驚塾1
図5 敦摸莫局窟第231窟西壁仏禽頂

「佛在砒耶離巡城行化紫檀瑞像」

致
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
こ
の
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
リ
ー
に
由
来
す
る
と
い
う
釈

迦
像
は
、
少
な
く
と
も
九
世
紀
頃
の
敦
煙
で
は
極
め
て
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
存
在
で

あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
敦
僅
壁
画
に
お
け
る
各
種
の
瑞
像
図
に
つ
い
て
図
像
と
典
拠
を
論
じ
た
孫
修

身
氏
は
、
第
二
三
七
窟
に
お
け
る
傍
題
の
文
言
を
釈
迦
が
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
リ
ー
で

行
っ
た
す
べ
て
の
故
事
を
包
括
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
、
と
り
わ
け
釈
迦
が

蓮
華
を
踏
ん
で
水
上
を
行
く
図
像
か
ら
す
れ
ば
、
『
西
域
記
』
に
述
べ
る
大
魚

（
摩
掲
魚
）
と
漁
師
を
済
度
し
た
故
事
を
表
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
論
じ
て

　
＾
”
）い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
漁
師
済
度
の
故
事
は
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
リ
ー
で
は
な
く
弗

栗
侍
国
の
条
に
見
え
る
も
の
で
、
孫
氏
の
見
解
は
疑
問
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
ヴ
ァ

イ
シ
ャ
リ
ー
の
条
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
水
辺
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し



て
、
次
の
記
事
に
注
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
浬
葉
処
ク
シ
ナ
ガ
ラ
ヘ
発
つ
釈

迦
と
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
リ
ー
の
人
々
（
栗
帖
婆
子
）
と
の
別
れ
の
場
面
で
あ
る
が
、

『
西
域
記
』
巻
七
よ
り
引
用
す
れ
ば
、

　
大
城
よ
り
西
北
五
六
十
里
を
行
け
ば
大
翠
堵
波
に
至
る
。
栗
帖
婆
子
の
如
来

に
別
れ
し
処
な
り
。
如
来
吠
舎
麓
城
よ
り
拘
戸
那
国
に
趣
く
と
き
、
諸
栗
帖
婆

子
、
仏
の
ま
さ
に
寂
滅
に
入
ら
ん
と
す
る
を
聞
き
、
相
従
い
て
悲
号
し
て
送
る
。

世
尊
す
で
に
哀
慕
の
言
い
て
諭
す
べ
か
ら
ざ
る
を
見
て
、
即
ち
神
力
を
以
っ
て

大
河
を
化
作
す
。
崖
岸
深
絶
に
し
て
波
流
迅
急
た
り
。
諸
栗
帖
婆
、
悲
働
す
る

も
以
っ
て
止
め
り
。
如
来
鉢
を
留
め
て
為
に
追
念
と
作
す
。

翁
橡

　
－
鐙
錐
籔
瑛
縁
脱
霧
鰯
．

＼
㍗
∵
頂
簿
パ
、
一

仏
蹟
仰
慕
と
玄
芙
一
一
一
蔵
の
将
来
仏
像

　
哀
切
た
る
こ
の
説
話
は
『
大
般
浬
葉
経
』
に
ほ
ぼ
同
文
が
あ
り
、
ま
た
『
法

顕
伝
』
に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
別
れ
の
地
が
仏
蹟
と
な
っ
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
だ
け
で
は
「
巡
城
行
化
」
の
語
義
や
如

来
が
二
体
並
ぶ
第
二
三
七
窟
の
図
像
は
説
明
で
き
ず
、
依
然
不
明
な
点
を
残
す

が
、
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
残
さ
れ
た
人
々
の
教
化
を
釈
迦
よ
り
付
嘱

さ
れ
た
と
で
も
称
す
る
像
が
、
記
念
の
遺
蹟
に
建
つ
精
舎
に
祀
ら
れ
て
い
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
私
が
、
こ
の
七
番
目
の
玄
葉
将
来
像
を
右
の
よ
う
に
推
測
す
る
も
う
一
つ
の

根
拠
は
、
七
躯
の
記
載
順
序
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
玄
英
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
っ
て
こ
れ
ら
七
躯
を
選
ん
だ
の
か
、
と
い
う
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
題
を
考
え
る
手
が
か
り
に
も
繋
が
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
壁
　
　
　
　
　
三
　
七
躯
の
選
択
意
図

　
　
　
　
　
　
　
西

　
　
　
　
　
　
　
窟

　
　
　
　
　
　
　
3
7

　
　
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
玄
装
の
将
来
品
目
録
は
、
倉
卒
の
間
に
作
成
さ

　
　
　
　
　
　
　
第

　
　
　
　
　
　
　
窟
　
　
　
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
決
し
て
無
秩
序

　
　
　
　
　
　
　
局

　
　
　
　
　
　
　
莫
　
な
も
の
で
は
な
、
州
、
五
舎
利
．
経
巻
と
と
も
に
将

　
　
　
　
　
　
　
煙

　
　
　
　
　
　
　
敦
来
し
た
七
躯
の
釈
迦
像
を
目
録
に
列
記
す
る
に

　
　
　
　
　
　
　
6
　
　
　
あ
た
り
、
記
載
順
序
に
何
ら
の
配
慮
も
払
わ
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
っ
た
と
い
う
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
一
番
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
六
番
目
の
仏
影
窟
留
影
像
ま
で
を
通
覧
し

一
六
一



て
気
付
く
の
は
、
釈
迦
の
そ
れ
ぞ
れ
の
事
蹟
が
、
成
道
前
か
ら
、
寂
滅
の
近
い

こ
と
を
竜
に
告
げ
る
晩
年
ま
で
、
通
時
的
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
最
後
に
挙
げ
ら
れ
た
「
吠
舎
護
国
巡
城
行
化
刻
檀
像
」
の
模
刻

像
を
、
浬
葉
処
へ
と
旅
立
つ
釈
迦
と
の
別
れ
の
地
に
ち
な
ん
だ
も
の
と
す
る
、

私
の
推
測
の
妥
当
性
を
補
う
も
の
と
言
え
ま
い
か
。

釈
迦
の
生
涯
に
お
け
る
事
蹟
の
う
ち
、
重
要
な
も
の
を
通
時
的
に
と
り
あ
げ
る

こ
と
は
、
『
浬
葉
経
』
諸
本
に
お
い
て
、
誕
生
・
降
魔
成
道
・
初
転
法
輸
・
浬
葉

の
四
大
事
蹟
の
追
念
と
そ
れ
ぞ
れ
の
聖
地
巡
礼
を
勧
め
る
記
述
に
見
る
こ
と
が

　
　
＾
2
1
）

で
き
る
。
ま
た
、
『
阿
育
王
経
』
に
は
、
高
僧
優
波
笈
多
一
ウ
パ
グ
プ
タ
一
に
導

か
れ
た
ア
シ
ョ
ー
カ
王
が
如
来
初
生
之
地
（
ル
ン
ビ
ニ
ー
）
、
迦
毘
羅
城
（
カ
ピ

ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
）
、
菩
提
樹
処
（
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
）
、
波
羅
奈
国
（
ヴ
ァ
ラ
ナ
シ
ー
）
、

拘
戸
那
城
（
ク
シ
ナ
ガ
ラ
）
と
、
釈
迦
の
生
涯
を
辿
る
よ
う
に
巡
拝
し
て
塔
を

起
て
た
こ
と
が
説
か
れ
、
こ
れ
ら
の
土
地
が
早
く
よ
り
巡
礼
地
と
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
八
大
聖
地
に
つ
い
て
は
、
義
浄
訳
『
根
本
説
一
切
有
部

毘
奈
耶
雑
事
』
に
、
四
大
聖
地
巡
礼
を
説
く
く
だ
り
に
割
注
し
て
、
「
本
生
処
、

成
道
処
、
転
法
輸
処
、
鷲
峯
山
処
、
広
厳
城
処
（
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
リ
ー
）
、
従
天
下

処
（
サ
ン
カ
ー
シ
ャ
（
カ
ピ
タ
）
）
、
祇
樹
園
処
（
シ
ュ
ラ
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ー
）
、
双

林
浬
葉
処
」
と
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
四
処
は
一
定
し
て
い
る
が
、
残
る
四
処
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
刎
）

定
ま
っ
て
い
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
宋
の
法
賢
訳
『
八
大
霊
塔
名
号
経
』

の
所
説
で
は
、
四
大
聖
地
に
加
え
て
舎
衛
国
（
シ
ュ
ラ
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ー
）
祇
陀

園
現
大
神
通
処
、
曲
女
城
（
サ
ン
カ
ー
シ
ャ
）
従
伽
利
天
下
降
処
、
王
舎
城

（
ラ
ー
ジ
ャ
グ
リ
ハ
）
声
聞
分
別
仏
為
化
度
処
、
そ
し
て
広
厳
城
霊
塔
思
念
寿
量

一
六
二

処
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
リ
ー
の
「
思
念
寿
量
処
」

と
は
、
釈
迦
が
入
浬
葉
を
予
言
し
た
故
事
を
指
す
。
釈
迦
が
阿
難
に
如
来
の
寿

命
の
幾
年
で
あ
る
べ
き
か
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
天
魔
に
妨
げ
ら
れ
た
阿
難
は
返

答
し
な
い
。
そ
こ
で
釈
迦
は
、
入
浬
葉
を
勧
め
る
天
魔
に
三
ヵ
月
後
の
入
滅
を

約
束
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
グ
プ
タ
朝
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
や
パ
ー
ラ
朝
の
仏
伝
美
術
に
は
、
釈

迦
四
相
図
や
八
相
図
の
作
例
が
少
な
く
な
い
が
、
八
相
図
の
場
合
は
、
四
大
事

に
「
獺
猴
奉
蜜
」
「
酔
象
調
伏
」
「
千
仏
化
現
」
「
従
三
十
三
天
降
下
」
の
四
場
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴉
）

を
加
え
た
構
成
と
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
獺
猴
奉
蜜
は
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
リ
ー
、

酔
象
調
伏
は
ラ
ー
ジ
ャ
グ
リ
ハ
、
千
仏
化
現
は
シ
ュ
ラ
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ー
で
の
事

蹟
で
あ
る
が
、
前
二
者
の
故
事
は
『
八
大
霊
塔
名
号
経
』
で
の
規
定
で
は
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
図
像
化
に
際
し
て
は
、
よ
り
物
語
性
に
富
み
民
衆
に
と
っ

て
受
け
容
れ
や
す
い
モ
テ
ィ
ー
フ
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
玄
装
将
来
の
七
躯
は
、
釈
迦
の
七
つ
の
事
蹟
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ

た
が
、
各
像
の
内
容
を
こ
う
し
た
イ
ン
ド
に
お
け
る
通
例
の
八
相
図
と
照
ら
し

て
み
る
と
、
一
致
し
な
い
も
の
が
多
い
。
釈
迦
八
相
の
う
ち
で
玄
装
が
将
来
し

た
の
は
、
初
転
法
輸
像
と
従
三
十
三
天
降
下
像
の
二
種
の
み
で
あ
り
、
た
と
え

ば
八
相
中
で
最
も
重
要
な
降
魔
成
道
像
は
、
『
西
域
記
』
や
『
慈
恩
伝
』
で
成
道

処
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
大
精
舎
本
尊
金
剛
座
真
容
像
に
つ
い
て
格
別
熱
を
こ
め
て

語
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
七
躯
の
中
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
の
代

わ
り
に
、
イ
ン
ド
の
八
相
図
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
主
題
－

前
正
覚
山
の
留
影
像
、
カ
ウ
シ
ャ
ー
ン
ビ
ー
の
優
填
王
像
、
霊
鷲
山
説
法
像
、



ナ
ガ
ラ
ハ
ー
ラ
の
留
影
像
が
選
択
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
七
躯
中
に

は
八
大
聖
地
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
リ
ー
由
来
の
像
を
含
む
も
の
の
、

イ
ン
ド
で
定
型
的
に
採
用
さ
れ
て
き
た
鋼
猴
奉
蜜
の
図
像
で
は
な
く
、
敦
僅
壁

画
で
見
た
と
お
り
の
内
容
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
ギ
ャ
ッ
プ
に
こ
そ
玄
笑
の
将

来
像
選
択
の
意
図
を
解
く
鍵
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
で
は
、
視
点
を
変
え
て
、
中
国
で
は
い
ず
れ
の
仏
蹟
を
重
視
し
て
い
た
の
か

を
考
え
て
み
た
い
。
も
っ
と
も
、
教
学
上
で
の
認
識
と
、
一
般
大
衆
の
信
仰
上

で
の
認
識
と
で
は
、
食
い
違
う
と
こ
ろ
が
な
い
と
は
言
え
ま
い
が
、
最
大
公
約

数
的
な
傾
向
性
を
抽
出
で
き
る
材
料
と
し
て
、
試
み
に
仏
像
の
造
像
銘
を
用
い

よ
う
と
思
う
。
修
辞
に
富
ん
だ
銘
文
に
は
し
ば
し
ば
著
名
な
仏
蹟
の
名
称
が
織

り
込
ま
れ
て
い
る
。
大
村
西
崖
『
中
国
美
術
史
彫
塑
篇
』
他
に
収
録
さ
れ
た
六

朝
か
ら
唐
末
に
至
る
問
の
造
像
銘
の
う
ち
か
ら
、
引
用
さ
れ
た
仏
蹟
名
を
拾
い

上
げ
、
そ
の
結
果
を
多
い
順
に
掲
げ
よ
う
。
　
　
　
一
括
弧
内
は
件
数
一

　
鷲
嶺
（
5
）
、
鷲
山
（
4
）
、
者
闇
（
3
）
、
霊
山
（
2
）
、
鷲
岳
、
鷲
頭
之
嶺
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
4
〕

　
者
山
、
霊
嶺
、
闇
峯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
マ
ガ
ダ
国
霊
鷲
山

　
砥
薗
（
3
）
、
砥
園
（
3
）
、
砥
樹
（
3
）
、
砥
闇
（
2
）
、
砥
桓
、
砥
垣
、
砥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
路
）

　
施
、
給
園
須
達
布
金
之
地
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
…
舎
衛
国
祇
園
精
舎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

　
隻
林
（
4
）
、
讐
樹
（
3
）
、
鶴
林
（
2
）
、
鶴
樹
　
　
　
　
　
・
：
ク
シ
ナ
ガ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
7
〕

　
鹿
苑
（
3
）
、
鹿
野
（
3
）
、
鹿
園
　
　
　
…
ヴ
ァ
ラ
ナ
シ
ー
国
サ
ー
ル
ナ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
8
一

　
舎
衛
城
（
2
）
、
舎
衛
、
衛
国
　
　
　
　
　
　
　
　
…
シ
ュ
ラ
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎎
）

　
那
掲
（
2
）
、
龍
窟
、
留
影
於
北
天
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
ナ
ガ
ラ
ハ
ー
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
0
）

　
鶏
足
山
、
鶏
足
之
山
、
鶏
山
　
　
　
　
　
　
…
マ
ガ
ダ
国
ク
ッ
ク
タ
パ
ー
ダ

　
　
　
　
　
　
仏
蹟
仰
慕
と
玄
芙
三
蔵
の
将
来
仏
像

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
1
〕

　
雀
離
（
3
）
　
　
　
　
　
…
ガ
ン
ダ
ー
ラ
国
カ
ニ
シ
カ
大
塔
（
雀
離
浮
図
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
躯
）

　
王
舎
（
2
）
、
王
舎
之
城
　
　
　
　
　
　
　
　
…
マ
ガ
ダ
国
ラ
ー
ジ
ャ
グ
リ
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鎚
）

　
菩
提
樹
、
大
覚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
4
）

　
砒
城
、
砒
邪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
リ
ー
維
摩
詰
の
故
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
5
）

　
竹
林
、
竹
薗
伽
藍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
マ
ガ
ダ
国
竹
林
精
舎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
託
）

　
迦
夷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
帥
）

　
鶏
園
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
マ
ガ
ダ
国
鶏
頭
摩
寺

　
こ
れ
ら
の
う
ち
、
砥
園
精
舎
や
鹿
野
園
、
竹
林
精
舎
、
雀
離
浮
図
な
ど
は
、

た
と
え
ば
「
地
兼
爽
境
、
比
竹
林
而
並
麗
。
寺
帯
良
田
、
匹
鹿
苑
而
不
殊
」
（
北

斉
武
平
二
年
銘
邑
義
像
）
の
よ
う
に
、
銘
文
に
述
べ
る
と
こ
ろ
の
造
寺
造
塔
が
、

仏
国
イ
ン
ド
の
伽
藍
に
も
引
け
を
取
ら
ず
、
ジ
ェ
ッ
ダ
太
子
・
善
施
長
者
や
カ

ニ
シ
カ
王
の
作
善
に
倣
っ
た
こ
と
を
調
う
た
め
に
、
引
用
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、

造
像
銘
な
れ
ば
こ
そ
の
件
数
で
あ
る
と
も
解
せ
よ
う
。
ま
た
、
鶏
足
山
は
、
釈

迦
の
袈
裟
を
託
さ
れ
た
大
迦
葉
が
入
定
し
て
弥
勒
の
出
世
を
待
つ
聖
地
と
し
て

著
名
で
あ
る
が
、
造
像
銘
に
お
い
て
は
、
「
□
帰
鶏
足
之
山
、
似
赴
鷲
頭
之
嶺
」

（
敦
煙
莫
高
窟
大
同
李
君
修
功
徳
記
）
の
よ
う
に
、
内
容
よ
り
も
字
面
を
も
っ
て

対
句
と
す
べ
く
用
い
た
例
が
見
ら
れ
る
。
隻
林
、
鶴
林
な
ど
と
表
記
さ
れ
る
ク

シ
ナ
ガ
ラ
は
、
仏
蹟
地
を
指
す
よ
り
も
む
し
ろ
如
来
の
入
滅
を
い
う
場
合
に
用

い
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
地
名
を
レ
ト
リ
カ
ル
に
用
い
る
に
は
、
仏
蹟
と

し
て
の
意
味
内
容
が
一
般
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
必
須
の
前
提
と
す
る
。

イ
ン
ド
の
釈
迦
八
相
図
で
は
登
場
し
な
い
霊
鷲
山
、
砥
園
精
舎
、
鶏
足
山
、
ナ

一
六
一
一
一



ガ
ラ
ハ
ー
ラ
な
ど
が
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
た
の
は
、
こ
れ
ら
が
中
国
で
重
視
さ

れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
の
う
ち
の
霊
鷲
山
と
ナ
ガ
ラ
ハ
ー
ラ
の
釈
迦

像
が
、
玄
英
将
来
の
七
躯
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
ち
な
み
に

砥
園
精
舎
と
鶏
足
山
に
つ
い
て
は
、
『
西
域
記
』
に
よ
れ
ば
、
前
者
の
故
地
に
は

勝
軍
（
波
斯
匿
）
王
所
造
と
称
す
る
釈
迦
像
が
あ
り
、
後
者
の
山
上
に
は
牽
堵

波
だ
け
が
立
っ
て
い
た
と
い
う
。
祇
園
精
舎
が
中
国
で
重
視
さ
れ
た
の
は
、
捨

宅
の
布
施
行
と
造
寺
の
功
徳
ゆ
え
で
あ
る
か
ら
、
優
填
王
の
二
番
煎
じ
の
よ
う

な
釈
迦
像
で
こ
の
仏
蹟
を
表
象
す
る
の
は
そ
ぐ
わ
ず
、
両
仏
蹟
と
も
将
来
仏
像

の
対
象
た
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
霊
鷲
山
と
ナ
ガ
ラ
ハ
ー
ラ
が
、
ど
の

よ
う
な
聖
地
と
し
て
認
識
さ
れ
造
像
銘
に
織
り
込
ま
れ
た
か
を
、
二
、
三
の
例

に
よ
っ
て
見
て
み
よ
う
。

　
龍
門
石
窟
賓
陽
洞
外
の
崖
面
に
、
初
唐
の
貞
観
十
五
年
（
六
四
一
）
に
建
立

さ
れ
た
伊
關
仏
禽
之
碑
は
、
魏
王
李
泰
が
母
で
あ
る
文
徳
皇
后
長
孫
氏
を
追
慕

し
、
冥
福
を
祈
っ
て
石
窟
を
造
営
し
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
騨

優
体
に
よ
る
千
八
百
余
字
の
碑
文
の
な
か
に
、
「
書
闇
在
目
、
那
掲
可
想
」
と
い

う
一
聯
の
対
句
が
見
ら
れ
る
。
造
営
成
っ
た
石
窟
の
尊
像
の
見
事
な
さ
ま
を
形

容
す
る
く
だ
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
文
字
通
り
、
「
霊
鷲
山
に
常
在
す
る
如
来
を

目
の
当
た
り
に
す
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
ナ
ガ
ラ
ハ
ー
ラ
の
龍
窟
内
に
現

身
を
留
め
た
如
来
の
お
姿
を
妨
佛
と
さ
せ
る
よ
う
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
に
ほ

　
　
　
　
＾
鎚
）

か
な
ら
な
い
。

　
ま
た
、
『
古
今
図
書
集
成
』
神
異
典
九
十
に
収
録
さ
れ
た
盛
唐
の
李
橋
の
撰
文

に
よ
る
「
洛
州
昭
覚
寺
釈
迦
牟
尼
佛
金
銅
瑞
像
碑
」
に
は
、
造
立
し
た
釈
迦
像

一
六
四

の
相
好
を
形
容
す
る
く
だ
り
に
、
「
親
秘
影
干
龍
窟
、
得
眞
形
干
鷲
山
」
の
句
が

あ
る
。
こ
れ
も
や
は
り
、
仏
影
窟
と
霊
鷲
山
を
対
に
し
て
、
そ
の
地
に
お
い
て

こ
そ
如
来
の
ま
こ
と
の
姿
を
拝
見
で
き
る
こ
と
を
述
べ
、
昭
覚
寺
金
銅
像
が
あ

り
あ
り
と
釈
迦
の
生
身
を
見
る
よ
う
な
像
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
も
の
で
あ

る
。　

釈
迦
の
久
遠
常
住
の
地
で
あ
る
霊
鷲
山
に
対
す
る
信
仰
が
、
南
北
朝
時
代
の

早
期
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
諸
史
料
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
『
弘
賛
法

華
伝
』
巻
一
に
よ
れ
ば
、
劉
宋
の
景
平
元
年
（
四
二
三
）
に
瓦
官
寺
の
常
恵
高

が
霊
鷲
寺
を
建
立
、
釈
墨
蒙
が
寺
中
に
「
霊
鷲
山
図
」
な
る
大
規
模
な
籠
を
造
っ

た
と
い
い
、
ま
た
『
魏
書
』
釈
老
志
は
、
北
魏
の
太
祖
が
天
興
元
年
（
三
九
八
）

に
「
者
闇
堀
山
及
須
弥
山
殿
」
を
造
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
『
妙
法
蓮
華

経
』
が
鳩
摩
羅
什
に
よ
っ
て
後
秦
の
長
安
で
訳
出
さ
れ
た
の
は
四
〇
六
年
の
こ

と
で
あ
っ
た
の
で
、
釈
老
志
の
記
述
に
若
干
不
審
は
あ
る
が
、
雲
岡
石
窟
に
二

仏
並
坐
像
が
多
数
見
出
せ
る
こ
と
か
ら
も
『
法
華
経
』
信
仰
の
速
や
か
な
拡
大

は
顕
著
で
あ
り
、
五
世
紀
前
半
頃
に
は
霊
鷲
山
を
重
要
な
聖
地
と
見
な
す
風
が

確
か
に
根
付
い
て
い
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　
一
方
、
ナ
ガ
ラ
ハ
ー
ラ
の
仏
影
窟
に
つ
い
て
も
、
南
北
朝
早
期
の
信
仰
の
あ

り
さ
ま
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
最
も
重
要
な
の
が
、
東
晋
の
慧
遠
に

よ
る
仏
影
窟
の
建
立
で
あ
る
。
『
高
僧
伝
』
巻
五
の
慧
遠
伝
に
「
遠
、
天
竺
に
仏

影
有
り
。
是
れ
仏
の
昔
毒
龍
を
化
し
て
留
む
る
所
の
影
に
し
て
、
北
天
竺
月
支

国
那
蜴
呵
城
の
南
、
古
仙
人
の
石
室
中
に
在
り
。
経
道
を
流
沙
に
取
り
て
、
西

の
か
た
一
萬
五
千
八
百
五
十
里
な
る
を
聞
き
、
毎
に
欣
感
懐
に
交
は
り
、
志
し



て
購
親
せ
ん
と
欲
す
。
會
た
ま
西
域
の
道
士
あ
り
て
其
の
光
相
を
叙
ぶ
。
遠
乃

ち
山
を
負
い
、
流
れ
に
望
ん
で
禽
室
を
営
築
し
、
妙
算
の
画
工
を
し
て
淡
彩
も

て
図
写
せ
し
む
」
と
い
う
。
慧
遠
の
「
仏
影
銘
」
に
よ
れ
ば
、
建
立
は
義
煕
八

年
（
四
＝
一
）
の
こ
と
。
ナ
ガ
ラ
ハ
ー
ラ
出
身
で
仏
影
窟
に
つ
い
て
の
詳
細
な

記
述
を
含
む
『
観
仏
三
昧
海
経
』
の
訳
出
者
で
あ
る
仏
駄
敏
陀
羅
が
、
盧
山
を

訪
れ
た
直
後
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
同
年
に
帰
朝
し
た
法
顕
も
ま
た
、
自
ら

現
地
で
つ
ぶ
さ
に
実
見
し
た
仏
影
窟
の
情
報
を
提
供
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
当

代
文
学
の
第
一
人
者
た
る
謝
霊
雲
が
「
仏
影
銘
井
序
」
を
寄
せ
て
、
「
山
豆
唯
象
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
靱
）

也
篤
、
故
亦
伝
心
者
極
実
」
と
い
っ
て
い
る
と
お
り
、
禅
観
を
重
視
し
た
慧
遠
に

と
っ
て
、
仏
影
窟
は
ま
さ
に
如
来
そ
の
も
の
と
相
ま
み
え
る
場
で
あ
っ
た
こ
と

に
注
意
し
た
い
。

　
こ
の
ナ
ガ
ラ
ハ
ー
ラ
の
留
影
像
と
同
様
な
説
話
を
も
つ
、
玄
装
将
来
リ
ス
ト

筆
頭
の
前
正
覚
山
留
影
像
に
つ
い
て
は
、
造
像
銘
中
の
引
用
例
を
見
出
す
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
釈
迦
が
真
身
を
留
め
た
と
称
す
る
点
に
、
将
来

対
象
と
し
て
選
ば
れ
た
要
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、

釈
迦
生
前
の
真
容
を
写
し
、
仏
滅
の
後
世
に
は
代
わ
っ
て
仏
事
を
作
す
と
さ
れ

た
カ
ウ
シ
ャ
ー
ン
ビ
ー
の
優
填
王
釈
迦
像
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が
言
え
る

　
　
　
＾
ω
）

の
で
あ
る
。

お
わ

に

『
慈
恩
伝
』
に
よ
れ
ば
、
玄
奨
の
将
来
し
た
経
典
や
仏
像
は
、
長
安
に
帰
着
す

仏
蹟
仰
慕
と
玄
奨
三
蔵
の
将
来
仏
像

る
や
朱
雀
門
の
南
に
お
い
て
陳
列
公
開
さ
れ
、
そ
の
翌
日
、
二
十
頭
の
馬
に
荷

わ
れ
賑
々
し
い
行
列
と
と
も
に
街
西
の
修
徳
坊
の
弘
福
（
興
福
）
寺
ま
で
運
ば

れ
た
。
弘
福
寺
は
、
太
宗
が
太
穆
皇
后
の
追
福
の
た
め
に
建
立
し
、
し
ば
し
ば

臨
幸
し
た
大
寺
で
あ
る
か
ら
、
経
像
を
安
置
し
翻
訳
の
道
場
と
す
る
に
相
応
し

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
貞
観
二
十
二
年
（
六
四
八
）
十
二
月
に
、
七
躯

の
仏
像
と
舎
利
・
経
典
は
、
街
東
晋
昌
坊
に
建
立
さ
れ
た
ば
か
り
の
大
慈
恩
寺

へ
移
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
時
の
盛
儀
に
つ
い
て
、
『
慈
恩
伝
』
は
巻
七
に
詳
述

し
て
い
る
。
経
像
は
帳
座
お
よ
び
諸
々
の
車
上
に
安
置
し
、
と
く
に
仏
像
の
前

の
両
辺
に
は
各
々
大
車
を
厳
飾
し
、
車
上
に
は
長
い
竿
に
幡
を
懸
け
た
も
の
を

立
て
、
幡
の
後
ろ
に
は
獅
子
や
神
王
等
を
お
い
て
先
導
の
形
に
し
た
。
太
宗
・

皇
太
子
ら
は
、
安
福
門
の
楼
上
で
香
炉
を
手
に
し
て
こ
れ
を
送
っ
た
と
い
う
。

　
玄
奨
自
身
が
永
徽
三
年
（
六
五
二
）
に
将
来
経
像
の
保
全
を
目
的
に
建
立
を

奏
請
し
た
、
大
雁
塔
が
完
成
し
て
か
ら
は
、
釈
迦
像
七
躯
も
そ
こ
に
安
置
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
仏
像
は
経
典
と
は
異
な
り
、
本
来
公
開
し
礼
拝
さ
れ
て
こ

そ
人
々
に
功
徳
を
与
え
得
る
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
将
来
梵
本
と
同
様
に
塔

内
で
厳
重
に
保
管
さ
れ
非
公
開
と
さ
れ
た
と
は
、
少
々
考
え
に
く
い
の
で
あ
る

が
、
七
躯
の
一
般
大
衆
に
対
す
る
公
開
の
機
会
は
、
『
慈
恩
伝
』
に
よ
る
か
ぎ
り
、

以
上
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

　
朱
雀
門
か
ら
弘
福
寺
へ
、
弘
福
寺
か
ら
大
慈
恩
寺
へ
の
道
中
は
、
移
動
す
る

こ
と
が
必
然
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
行
像
の
儀
礼
に
通
ず
る
性
格
が
う
か
が
え

て
興
味
深
い
。
玄
装
の
経
像
を
送
る
行
列
の
し
つ
ら
え
や
荘
厳
具
の
あ
り
さ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
工
〕

は
、
北
魏
洛
陽
城
で
毎
年
仏
誕
の
日
に
盛
大
に
行
な
わ
れ
て
い
た
行
像
と
、
極

一
六
五
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め
て
よ
く
似
て
い
る
の
で
あ
る
。
如
来
の
入
滅
後
は
、
仏
像
の
行
く
の
を
見
る

こ
と
が
、
生
身
の
如
来
を
目
見
す
る
の
と
同
等
の
功
徳
と
な
る
と
い
う
『
観
仏

三
味
海
経
』
威
儀
品
等
の
所
説
が
、
行
像
の
本
義
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
各
仏
蹟

地
に
祀
ら
れ
た
原
像
－
そ
の
い
く
つ
か
は
グ
プ
タ
様
式
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
－
を
、
そ
の
ま
ま
に
模
刻
し
て
持
ち
帰
っ
た
こ
れ
ら
七
躯
の
行

く
さ
ま
は
、
見
る
者
に
異
国
の
風
貌
の
釈
迦
を
髪
髪
と
さ
せ
た
事
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
そ
れ
と
は
別
に
、
玄
装
将
来
の
七
躯
を
順
々
に
拝
見
す
る
こ
と
は
、

い
わ
ば
居
な
が
ら
に
し
て
遠
い
天
竺
の
仏
蹟
を
巡
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
尊
を
礼

拝
す
る
こ
と
と
等
し
か
っ
た
。
そ
れ
は
同
時
に
、
成
道
直
前
か
ら
浬
葉
直
前
に

至
る
仏
陀
と
し
て
の
釈
迦
を
、
通
時
的
に
追
っ
て
い
く
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
が
、
仏
伝
的
主
題
で
あ
る
よ
り
も
、
久
遠
に
常
住
す
る
釈
迦
の
姿
が
対
象

と
さ
れ
た
点
に
注
意
し
た
い
。
な
か
で
も
、
イ
ン
ド
で
は
一
般
に
図
像
化
さ
れ
る

こ
と
が
稀
な
主
題
－
カ
ウ
シ
ャ
ー
ン
ビ
ー
の
優
填
王
像
や
霊
鷲
山
説
法
像
、
ナ

ガ
ラ
ハ
ー
ラ
の
留
影
像
は
、
す
で
に
二
百
年
来
中
国
の
仏
教
界
に
お
い
て
特
別

に
重
要
視
さ
れ
た
主
題
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
意
図
し
て
選
ば
れ
た
も
の
に
ち

が
い
な
い
。
そ
れ
が
釈
迦
の
現
身
を
拝
す
る
に
等
し
い
と
認
識
さ
れ
た
像
で
あ

る
こ
と
に
、
意
味
が
あ
ろ
う
。
中
国
が
釈
迦
出
世
の
地
か
ら
は
る
か
に
隔
た
っ

た
、
仏
蹟
も
も
た
ぬ
辺
土
な
れ
ば
こ
そ
、
な
お
切
実
な
選
択
で
は
な
か
っ
た
か
。

玄
装
の
将
来
し
た
七
像
の
そ
の
後
の
来
歴
は
ま
っ
た
く
記
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、

何
ら
の
消
息
も
追
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
惜
し
ん
で
余
り
あ
る
。

一
ユ
一

一
2
一

一
3
一

（
4
一

一
5
一
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一

注　
荻
野
三
七
彦
「
法
隆
寺
の
天
竺
図
と
慶
政
上
人
」
（
『
国
華
』
第
一
〇
六
八
号
、
昭
和

五
十
八
年
）
。
ま
た
天
竺
図
の
諸
系
統
に
つ
い
て
は
、
室
賀
信
夫
・
海
野
一
隆
「
日
本
に

行
わ
れ
た
仏
教
系
世
界
図
に
つ
い
て
」
（
『
地
理
学
史
研
究
」
一
集
、
昭
和
三
十
二
年
一

参
照
。

　
軸
背
に
「
五
天
竺
図
　
五
師
弥
勒
院
重
懐
書
　
貞
治
年
問
（
二
二
六
二
－
二
二
六
八

年
一
」
と
あ
る
と
い
う
が
（
『
西
遊
記
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
　
三
蔵
法
師
の
道
』
展
覧
会
図

録
解
説
、
一
九
九
九
年
、
朝
日
新
聞
社
一
、
荻
野
氏
に
よ
れ
ば
画
中
の
筆
跡
は
重
懐
の
も

の
と
は
相
異
し
、
十
三
世
紀
半
ば
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
と
い
う
。

　
た
だ
し
、
『
大
唐
西
域
記
」
の
図
像
化
と
も
い
え
る
法
隆
寺
本
天
竺
図
に
お
い
て
は
例

外
的
な
要
素
と
し
て
、
同
書
に
は
見
ら
れ
な
い
補
陀
洛
渡
海
者
ら
し
き
人
物
と
小
舟
が

画
き
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
画
中
で
唯
一
の
説
話
的
表
現
で
あ
り
、
同

図
を
め
ぐ
る
重
層
的
な
信
仰
が
う
か
が
え
て
興
味
深
い
。
荻
野
前
掲
論
文
参
照
。

　
「
西
域
記
図
」
の
典
拠
と
な
り
う
る
『
西
域
記
』
と
は
、
『
大
唐
西
域
記
』
以
外
に
、

古
く
は
法
顕
伝
や
宋
雲
行
紀
、
唐
代
で
は
王
玄
策
の
『
中
天
竺
行
記
』
十
巻
お
よ
び
同

図
三
巻
一
六
五
八
年
撰
述
一
や
義
浄
の
『
大
唐
西
域
求
法
高
僧
伝
』
等
が
想
定
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。
な
か
で
も
多
教
の
画
家
を
動
員
し
て
編
纂
さ
れ
た
勅
撰
『
西
域
志
一
西

国
志
と
も
一
』
六
十
巻
お
よ
び
同
図
巻
四
十
巻
一
六
六
六
年
編
纂
開
始
一
は
、
当
然
地
図

の
類
を
含
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
り
、
無
視
し
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
書
は
内
容

の
多
く
を
玄
奨
の
記
録
に
負
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
唐
代
前
半
に
お
け
る
西
域
・
イ
ン
ド

に
関
わ
る
知
見
や
関
心
に
対
し
て
は
玄
装
の
西
域
行
が
最
も
大
き
な
影
響
を
持
っ
た
こ

と
は
、
ま
ず
聞
違
い
な
か
ろ
う
。

　
肥
田
路
美
「
初
唐
時
代
に
お
け
る
優
填
王
像
－
玄
装
の
釈
迦
像
講
来
と
そ
の
受
容
の

一
相
」
一
『
美
術
史
』
一
二
〇
号
、
昭
和
六
一
年
）
。

　
例
え
ば
、
大
村
西
崖
『
中
国
美
術
史
彫
塑
篇
』
、
桑
山
正
進
「
玄
装
三
蔵
の
形
而
下
」

一
『
玄
装
」
大
蔵
出
版
、
一
九
八
一
年
一
ほ
か
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
。
な
お
、
玄
装
将
来

像
に
つ
い
て
言
及
し
た
≧
①
墨
邑
胃
ω
8
艘
の
、
．
寄
肩
轟
彗
片
き
o
易
o
｛
霊
昌
o
島

H
∋
鍔
鶉
娑
弓
冒
土
畠
轟
、
．
で
は
、
計
六
躯
と
し
て
い
る
。
明
ら
か
な
誤
り
で
あ
る
。
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桑
山
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
冒
頭
の
「
金
仏
像
一
躯
通
光
座
高
尺
有
六
寸
」
を

七
躯
の
他
に
付
加
さ
れ
た
錯
簡
と
解
釈
し
て
お
り
、
私
も
ま
た
同
様
の
誤
読
を
し
て
き

た
。
こ
れ
に
つ
い
て
教
示
下
さ
っ
た
韓
国
弘
益
大
学
教
授
の
金
理
那
氏
に
、
こ
の
場
を

借
り
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

　
大
正
大
蔵
経
　
巻
五
一
、
十
一
二
頁
。

　
敦
煙
莫
高
窟
第
二
三
一
窟
・
第
二
三
七
窟
の
西
壁
仏
籠
頂
部
に
は
、
中
唐
期
に
画
か

れ
た
い
わ
ゆ
る
瑞
像
図
が
残
る
が
、
そ
の
な
か
に
「
中
天
竺
波
羅
奈
国
鹿
野
院
中
瑞
像
」

と
い
う
傍
題
を
と
も
な
っ
た
如
来
坐
像
が
見
え
る
。
偏
担
右
肩
に
大
衣
を
ま
と
っ
て
須

弥
座
上
の
受
花
に
結
肋
朕
坐
す
る
像
容
で
あ
る
が
、
手
勢
は
通
例
の
説
法
印
で
は
な
く
、

右
手
は
屈
腎
し
て
胸
前
で
二
指
を
捻
ず
る
一
方
、
左
手
は
腹
前
に
置
く
。

　
注
5
参
照
。

　
曾
布
川
寛
「
龍
門
石
窟
に
お
け
る
唐
代
造
像
の
研
究
」
（
『
東
方
学
報
』
第
六
〇
冊
、

一
九
八
八
年
一
二
五
〇
～
二
五
一
頁
。
李
文
生
「
我
国
石
窟
中
的
優
填
王
造
像
」
一
『
中

原
文
物
」
一
九
八
五
年
第
四
期
一
、
ほ
か
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
。

　
金
理
那
「
求
法
僧
玄
装
と
統
一
新
羅
の
新
し
い
仏
教
図
像
」
一
『
一
二
蔵
法
師
・
玄
装
の

シ
ル
ク
ロ
i
ド
〃
そ
の
遺
産
と
指
針
。
」
　
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
・
奈
良
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

記
録
集
5
、
な
ら
・
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
樽
記
念
国
際
交
流
財
団
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
学
研
究
セ

ン
タ
ー
、
平
成
十
二
年
）
参
照
。

な
お
、
敦
僅
莫
高
窟
第
二
＝
二
窟
西
壁
寵
頂
の
瑞
像
図
中
に
、
「
千
閲
煙
摩
城
中
凋
檀
瑞

像
」
と
い
う
傍
題
を
も
つ
如
来
立
像
が
あ
る
。
通
肩
に
大
衣
を
ま
と
い
、
宝
冠
・
耳
飾
・

頚
飾
を
つ
け
、
両
手
は
屈
腎
し
て
二
指
を
捻
じ
つ
つ
掌
を
正
面
に
向
け
た
、
特
異
な
像

容
に
表
さ
れ
て
い
る
。
装
身
具
を
飾
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
敦
煙
遺
書
ス
タ
イ
ン
本
二

一
二
二
の
同
像
に
関
す
る
記
述
に
あ
る
「
珠
宝
飾
」
と
い
う
文
言
に
合
致
す
る
。
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松
本
榮
一
『
敦
僅
画
の
研
究
』
第
三
節
　
霊
山
釈
迦
説
法
図
　
一
昭
和
十
二
年
、
昭
和
⊥
ハ

十
年
復
刻
、
同
朋
舎
出
版
一
、
三
二
八
f
三
三
七
頁
。

　
肥
田
路
美
「
涼
州
番
禾
県
瑞
像
の
説
話
と
造
形
」
一
『
仏
教
芸
術
』
二
一
七
号
、
一
九

九
四
年
、
毎
日
新
聞
社
）
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
ナ
ガ
ラ
ハ
ー
ラ
の
仏
影
像
に
つ
い
て
は
、
濱
田
瑞
美
「
敦
煤
莫
高
窟
の
白
衣
仏
に
つ

い
て
」
（
近
刊
、
二
〇
〇
一
年
七
月
『
佛
教
嚢
術
』
誌
に
入
稿
一
が
参
照
さ
れ
る
。

　
定
金
計
次
「
イ
ン
ド
仏
教
絵
画
の
展
開
－
壁
画
の
変
転
と
礼
拝
画
の
成
立
」
一
『
仏
教

芸
術
」
二
一
四
号
、
一
九
九
四
年
、
毎
日
新
聞
社
一
九
四
頁
。

　
『
大
唐
西
域
記
』
巻
二
。
大
正
大
藏
経
五
一
巻
、
八
七
九
頁
。

張
廣
達
・
栄
新
江
『
敦
煙
「
瑞
像
記
」
、
瑞
像
図
及
其
反
映
的
子
闇
」
一
『
敦
煙
吐
魯
番

文
献
研
究
論
集
第
三
輯
』
北
京
大
学
出
版
杜
、
一
九
八
六
年
一
。

孫
修
身
「
莫
高
窟
仏
教
史
迩
故
事
画
介
紹
一
二
）
」
一
『
敦
僅
研
究
」
試
刊
第
一
期
、
一

九
八
一
年
一
一
〇
一
－
一
〇
三
頁
。
孫
氏
は
、
二
像
の
う
ち
一
体
は
仏
、
も
う
一
体
は

仏
弟
子
で
あ
る
と
す
る
。

ま
た
、
孫
氏
の
主
編
に
よ
る
『
敦
燈
石
窟
全
集
十
二
　
仏
教
東
伝
故
事
画
巻
』
一
上
海
人

民
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
五
五
頁
で
は
、
一
体
は
釈
迦
真
身
、
一
体
は
檀
木
刻
像
と

解
説
し
て
い
る
。

袴
谷
憲
昭
「
佛
教
史
の
中
の
玄
奨
」
（
『
玄
奨
」
大
蔵
出
版
、
一
九
八
一
年
一
二
四
一
二

子
二
四
九
頁
参
照
。

宮
治
昭
「
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
意
味
と
浬
葉
の
図
像
－
仏
教
美
術
の
起
源
に
関
連
し
て
」

一
『
仏
教
芸
術
」
一
二
二
号
、
一
九
七
九
年
、
毎
日
新
聞
杜
一
。

大
正
大
藏
経
巻
二
四
、
三
九
九
頁
。

　
宮
治
昭
『
イ
ン
ド
の
パ
ー
ラ
朝
美
術
の
図
像
学
的
研
究
」
（
平
成
三
、
四
年
度
科
学
研

究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
、
平
成
五
年
一
四
～
八
頁
参
照
。

大
村
西
崖
『
中
国
美
術
史
彫
塑
篇
』
一
五
七
、
一
六
五
、
二
五
六
、
二
六
二
、
一
三

一
、
三
二
三
、
四
〇
〇
、
四
三
四
、
四
四
三
、
四
四
五
、
四
七
二
、
四
七
六
、
四
八
四
、

五
一
七
、
五
三
三
、
五
五
八
、
五
五
九
、
五
六
四
、
五
七
二
頁
。

同
書
一
五
七
、
二
五
六
、
二
六
二
、
二
六
八
、
二
八
九
、
三
三
八
、
三
四
三
、
三
四

仏
蹟
仰
慕
と
玄
芙
一
一
一
蔵
の
将
来
仏
像

一
六
七



一
六
八

（
2
6
一
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八
、
四
〇
〇
、
四
三
四
、
四
七
二
、
五
四
三
、
五
六
五
頁
。

同
書
二
八
六
、
三
二
三
、
三
四
二
、
三
四
五
、
三
五
二
、
三
六
四
、
三
七
三
、
四
七

二
、
四
八
二
、
五
六
四
頁
。

同
書
二
五
六
、
二
八
九
、
＝
二
一
、
三
四
五
、
三
六
六
、
四
≡
三
、
四
七
三
頁
。

同
書
四
三
四
、
四
七
二
、
五
五
九
、
五
六
五
頁
。

同
書
二
四
二
、
四
四
五
、
四
七
六
頁
。
『
廣
弘
明
集
』
巻
十
「
周
祖
天
元
立
対
衛
元
嵩

上
事
」
（
大
正
大
蔵
経
巻
五
二
、
一
五
九
頁
）
。

同
書
四
八
二
、
五
一
七
、
五
六
五
頁
。

同
書
二
六
二
、
三
四
八
、
五
五
八
頁
。

　
同
書
三
二
三
、
四
七
二
、
五
六
五
頁
。

同
書
二
八
九
、
五
六
五
頁
。

　
同
書
ニ
ハ
五
頁
。
『
全
唐
文
』
巻
二
三
四
弥
勒
尊
仏
碑
銘
。

　
同
書
二
六
二
、
三
四
五
頁
。

　
同
書
三
四
五
頁
。

　
同
書
四
三
四
頁
。

　
こ
の
一
聯
の
句
を
、
窟
内
に
鷲
と
那
娚
一
ナ
ー
ガ
、
龍
）
が
表
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

い
う
も
の
と
解
釈
し
、
賓
陽
南
洞
に
お
け
る
前
壁
の
十
神
像
の
う
ち
、
鳥
神
と
龍
神
に

該
当
す
る
と
し
て
、
「
仏
籠
碑
」
に
い
う
魏
王
泰
造
営
の
窟
の
同
定
を
行
な
う
論
者
が
あ

る
が
、
明
ら
か
に
誤
読
で
あ
る
。
曾
布
川
寛
前
掲
論
文
、
二
一
五
－
二
一
七
頁
。
張
若

愚
「
伊
關
仏
禽
之
碑
和
潜
渓
寺
、
賓
陽
洞
」
一
『
文
物
』
一
九
八
○
年
一
期
一
一
九
f
二

四
頁
。

　
『
廣
弘
明
集
』
巻
十
五
所
収
。
大
正
大
蔵
経
、
巻
五
二
、
一
九
九
頁
。

　
優
填
王
の
名
は
、
阿
育
王
と
並
ん
で
造
像
銘
に
も
頻
出
す
る
。

　
『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
一
、
長
秋
寺
の
条
な
ど
参
照
。


